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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 親子でリフレッシュ  

 

 子どもはお母さんの笑顔が大好きです。もし、お母

さんがストレスを感じているとしたら、それはお子さ

んにもきっと伝わっていて、お子さんの表情も暗くな

ってきます。お母さんのイライラがお子さんにうつっ

てしまう前に、親子でリフレッシュしましょう。 

 

 いろいろな方法がありますけれども、まずお母さん

が楽しめるものを選ぶのがポイントです。お母さんが

笑顔になれたら、お子さんもスッキリ、安心してのび

のび過ごせます。 

 

 

「わるい子の日」 

 

 我が家でしていた、親子でできるリフレッシュ方法

「わるい子の日」をご紹介します。疲れがたまってき

たとき、なんだかモヤモヤしているときに、「今日は 

わるい子の日！」と宣言して、「いい母・いい子」をそ

のときはやめてしまうのです。 

 

 母（私）が率先して、のんびりダラダラ。寝っ転が

ってお菓子を食べて、テレビは見放題、ゲームはやり

放題。お行儀なんて気にしません。もちろん片付けも

しません（後片づけはいい母に戻ってから考えます）。 

 

「いつも、ちゃんとしなければいけない」プレッシャ

ーから解放され、日々の生活の緊張をほぐすことがで

きます。特別感を出すために、あまり頻繁にはやらな

いようにしましょう。日にちを決めておいて、準備を

しておくのもいいですね。 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 セミナー講師役や、イ

ベントなどでの無料相談

スペース設置の依頼が増

えています。お声がけい

ただけるのがとてもあり

がたく、精一杯、セミナ

ー・イベントのお手伝い

をしています。 

 

 どこかで「佐々木あづ

さ」の名前を聞いたり、

似顔絵そっくりの人物を

見かけたりしたときに、

私だと気づいてくださっ

たらうれしいです。 

 

 福祉の行政書士として

ますますがんばっていき

ますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 
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「ぴりーぶ」様イベントのご案内  

 

「ぴりーぶ」様は、障害のある人もない人も楽しめ

るイベントを企画したり、やってみたい人のサポー

トをしたりしているグループです。障害のあるお子

さんを育てているお母さんたちが集まって、ランチ

カフェやワークショップを開催しています。 

 

 定期イベントの「ぎゃらりーかふぇ ぴりーぶ」で

「なんでも話そう会」が行われます。成年後見人制

度についてや、日ごろの困ったこと、不安なことを

皆さんとお話する内容で、私もご協力することにな

りました。 

 

 成年後見人制度のプチセミナーと、お茶とケーキ

をいただきながらの交流会です。どなたでも気軽に

参加できますので、ご希望の方は Facebook（フェ

イスブック）をご覧になるか、下記にお問い合わせ

ください。 

 

［イベント］ 

・日時：平成 29 年 9 月 24 日（日）13:00～ 

・場所：まる空間（千葉市中央区富士見 2-12-4） 

・参加費：1 人 1000 円 ケーキセット付 

 

［Facebook アドレス］ 

 https://ja-jp.facebook.com/pelieve/ 

 

［お問い合わせ先］ 

 Facebook 内に記載されています。 

 ご覧になれない方は、佐々木にご連絡ください。窓

口の方の連絡先をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

ユキマサくん 

コーナー 

 

 

 行政書士会公式キャラ

クター「ユキマサくん」

の情報です。 

 

 ユキマサくんは、行政

書士制度の宣伝部長とし

て「ゆるキャラ®グラン

プリ 2017」にエントリ

ーし、現在、善戦中です 

（東京都／No.119）。 

 

 コスモスとユキマサくん  

 

 2016年はエントリー

数 1414 のうち、総合ラ

ンキング 30 位でした。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士には、法律に

よる守秘義務があります 

（違反の罰則あり）。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

ユキマサくん 

情報 ② 
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 行政の障害福祉サービスを調べるには  

 

 県や市区町村などの行政が行っている公的な障害

福祉サービスを知るには、その地域で発行している手

引きやガイドブックを手に入れるのが一番です。 

 

 ペーパーNo.2 でもお伝えしましたが、福祉サービ

スは年々変わりますから、できればガイドブックも最

新版をいつも手元に置いておくことをおすすめして

います。 

 

 

 障害福祉のガイドブック  

 

 千葉県内の障害福祉サービスは、千葉市と千葉市以

外の市町村とで大きく分かれています。千葉市以外の

市町村は千葉県が取りまとめていますが、独自のサー

ビスをしている市町村もあります。必ず、お住まいの

地域の障害福祉のガイドブックを手に入れるように

しましょう。 

 

 ガイドブックは地域によって名称が違うため、窓口

で質問するときは、「障害福祉サービスについてまと

めてあるガイドブック（手引き・案内・冊子）をくだ

さい」と伝えてください。 

 

・千葉市「障害者福祉のあんない」 

・千葉県「ちば健康福祉ブック」（福祉の総合ガイド） 

 

 千葉市では 1 年ごとに、ほかの地域でも定期的に新

しくなります。 

［ 裏面に続きます ］ 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 千葉市の「障害者福祉

のあんない」は、平成 29

年版が 9 月から配布され

ています。各区の高齢障

害支援課でもらえます。 

 

 千葉市のサイトでも全

ページが PDF ファイル

で公開されていて、閲覧・

検索・印刷が可能です。 

（「千葉市 障害 あんな

い」で検索してください） 

 

 ご自身で取りに行くの

が難しい方、インターネ

ットが使えない方、どん

な支援が受けられるかを

知りたい方など、どうぞ

気軽にご連絡ください。 
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 受けられるサービスの探し方  

 

 ガイドブックには「障害程度別該当事業一覧」と

いった名称で、障害手帳の種類や等級からどんな制

度の支援が受けられるか、サービスが使えるかがわ

かる一覧表が載っています。 

 

 障害手帳を持っているお子さんの年齢、ご家族の

所得（収入）などの細かな条件によって受けられる

かどうかが変わるものもあります。また、対象外と

なっている制度でも、事情によっては受けられるよ

うになることもあります。 

 

 

 気になるサービスを見つけたら  

 

 ガイドブックに書かれている案内を読み、それか

ら担当窓口で詳しい説明を聞いて、申請をするよう

にしましょう。 

 

 もし条件があわなくて申請できなくても、どのよ

うな条件になったら申請ができるかを聞いておく

と、後で役に立つかもしれません。制度の見直しな

どで対象の枠が広がり、申請できるようになること

もありますから、あきらめずに情報を定期的にチェ

ックしましょう。 

 

 お子さんの状況やご家庭の事情を文章でまとめた

「申立書」を付けて申請をしたい方、役所で話をす

るときに付き添ってほしい方、書類集めや申請を代

わりにやってほしいという方も、どうぞ気軽にご相

談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

ユキマサくん 

コーナー 

 

 

 行政書士会公式キャラ

クター「ユキマサくん」

の情報です。 

 

 ユキマサくんは、飼い

主のまもる先生（行政書

士）にあこがれていて、

猫界の行政書士になるこ

とを目標にしています。 

 

 カボチャとユキマサくん  

 

 今日も猫界のお困りご

とを解決しているユキマ

サくんです。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士には、法律に

よる守秘義務があります 

（違反の罰則あり）。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

ユキマサくん 

情報 ③ 
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 「教育相談」のすすめ  

 

「特別支援級の担任の先生とうまく連携が取れなく

て悩んでいる」といったお困りごとにおすすめしたい

相談先は、千葉県立袖ケ浦特別支援学校が行っている

「教育相談」です。 

 

 同校の「教育相談」は地域支援の一環として行われ

ているため、保護者だけでなく、学校や担任の先生か

らの相談も受け付けています。また、問題解決に向け

て、連絡調整といった具体的な働きかけをお願いする

ことができます。 

 

［教育相談の日］ 

 ①日時：毎週火曜日 10:00～12:00 

  場所：千葉リハビリテーションセンター内 

          第 10 診察室 ※予約なし可 

 ②日時：週 1 回（火曜日以外）10:00～12:00 

  場所：千葉県こども病院 こども家族支援室 

 

［連絡先］ 

 千葉県立袖ケ浦特別支援学校 地域支援係 

 電話番号：043-291-6922 

 

 相談は無料で、プライバシーは厳守されます。同校

への就学をすすめるものではなく、特別支援教育につ

いて幅広く対応します。電話での相談も可能です。 

 

例えば、こんなお困りごとで… 

・担任の先生、学校・保育園・幼稚園などに、子ども

の特性をどうやって伝えたらいいかわからない。 

・学習面での工夫を教えてほしい。 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 障害があるお子さんが

地域の小中学校の特別支

援級に通っている場合、

特別支援学校に通うとき

に比べて、さまざまな情

報がお母さんに入りにく

い傾向があります。 

 

 障害のあるお子さんを

育てているお母さん同士

知り合える機会が少なか

ったり、学校にも障害福

祉関連のお知らせが届い

ていなかったり。 

 

 情報をたくさん集める

ためには、多くのつなが

りが必要です。つながり

先が見つからない方は、

どうぞご連絡ください。 
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 イベント「福祉の広場」のご案内  

 

 千葉県肢体不自由児協会が主催する障害福祉のイ

ベント「第 4 回 福祉の広場」をご案内します。 

 

 日時：平成 29 年 11 月 26 日（日） 

    午前 11 時 30 分～午後 3 時 30 分まで 

 

 場所：千葉県社会福祉センター 

    １階ロビー・３階・４階会議室 

   ［住所：千葉市中央区千葉港４-３］ 

    ※駐車場の時間予約ができます。希望され

る方は下記にお問い合わせください。 

    ※周辺の有料駐車場を利用される方は、駐

車料金の補助（100 円）があります。 

 

【問い合わせ先】 

 公益社団法人 千葉県肢体不自由児協会 

 電話：043-245-1732 

 ホームページ：http://www.chiba-sikyou.com/ 

 

 イベントの内容は、展示（電動車いす・訓練用い

す・歩行器類・食事用品・生活用品ほか）、無料相談

（行政書士による障害福祉制度の相談・理学療法士

による器具の取り扱い相談・協会の貸与制度の相

談・車いす業者によるなんでも相談）、バギー・車い

すの中古販売、販売（福祉作業所・ショップ）、ゲー

ムコーナー、休憩コーナー（無料サービスあり）、絵

画作品展示など。 

 

 私は無料相談コーナーにいます。手相占いも無料

でしますので、どうぞ気軽にお声がけください。 

 

 

 

 

 

 

ユキマサくん 

コーナー 

 

 

 行政書士会公式キャラ

クター「ユキマサくん」

の情報です。 

 

 ユキマサくんと飼い主

のまもる先生（行政書士）

がお困りごとを解決して

いく様子を、絵日記風に

紹介するサイトがありま

す。かわいいユキマサく

んが盛りだくさんです。 

 

「解決☆ユキマサくん」 

http://yukimasakun.jp/ 

 
 秋のユキマサくん  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士には、法律に

よる守秘義務があります 

（違反の罰則あり）。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

ユキマサくん 

情報 ④ 
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 学校への自力登校が難しいお子さんに  

 

 学校の周辺は、子どもたちの登校時の安全のため

に、スクールゾーンとして自動車の通行禁止時間が設

けられていることが多いです。 

 

 それでも、お子さんを自動車に乗せて学校まで送ら

なくてはいけない事情があるときもあります。登校を

嫌がっているため歩いて連れていくのは難しい、けが

で歩くのが大変など。そうしたときは、あらかじめ警

察署に「通行禁止道路通行許可」の申請（届け出）を

して、許可証をもらっておくことをおすすめします。 

 

 許可証がない状態で勝手に通行禁止の道路を自動

車で通ってしまうのは、道路交通法違反です。警察官

に捕まると反則金と違反点数が課せられますので、気

をつけましょう。 

 

 

 許可証をもらえるとき  

 

「通行禁止道路通行許可証」が発行されるのは、「やむ

を得ない理由」があるときです。申請書にはその理由

を書く欄があり、必要に応じて証拠となる書類の提出

を求められますが、医師の診断書や学校の証明書まで

求められることはあまりないです。 

 

 きちんと理由が説明でき、警察署で納得してもらえ

れば許可証はもらえます。「こんな理由では無理かな」

とあきらめずに、まずは申請できるかどうか問い合わ

せてみましょう。 

［裏面に続きます］ 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 このペーパーは、過去

発行分を欲しいと言って

くださる方には喜んでお

渡ししています。けれど

も、No.20 を超えたあた

りから、過去分全部をそ

ろえるのが少しずつ大変

になってきました。 

 

 内容をすべて整理し

て、いずれは書籍化した

いというのが私の夢なの

ですが、その前にペーパ

ーをそのままプリントし

たまとめ冊子を作るか悩

んでいます。 

 

 よい知恵をお持ちの

方、アドバイスいただけ

ると助かります。 
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［表面から続きます］ 

 

 申請の方法  

 

○申請先：通行禁止道路を管轄する警察署の交通課 

 

○必要な書類 ※すべて複写して 2 枚提出します。 

 ・申請書（警察署窓口でもらうか、 

      警察署のサイトからプリントします） 

 ・自動車検査証（車検証）の写し 

 ・運転者の運転免許証の写し 

 ・通行する場所の地図や見取り図 

 

○許可の期間：申請の内容による必要最小限の期間 

      （最長で 1 年、車庫があるとき３年） 

 

○許可証をもらえるまでの期間 

 千葉県の場合、7 日以内の期間なら当日発行、 

 8 日以上の場合は土日祝をのぞいた 5 日後発行。 

 

○委任状を用意すれば、他の人が申請や許可証の受

け取りをすることもできます。平日の日中に警察

署に行くことができない人は、ご相談ください。 

 

※この申請は、歩行困難者の「駐車禁止除外指定車

標章交付申請（駐禁除外）」とは違うものです。 

 

 

 許可証をもらったら  

 

 通行禁止区間を通るときは許可証を携帯し、標章

を車両の見やすい場所に掲示します。もちろん安全

に十分配慮し、危険がないように通行します。 

 

 

 

 

 

 

ユキマサくん 

コーナー 

 

 

 行政書士会公式キャラ

クター「ユキマサくん」

の情報です。 

 

「ゆるキャラ®グランプ

リ 2017」の結果が出ま

した。ユキマサくんは、

「企業・その他」部門で

7 位（476 登録の内）に

なりました。 

 

 サンタクロースの  

 ユキマサくん  

 

 皆様、応援ありがとう

ございました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士には、法律に

よる守秘義務があります 

（違反の罰則あり）。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

ユキマサくん 

情報 ⑤ 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

Ｎｏ．29 

発 行 

あづさ行政書士事務所 

発行日 

2018 年 1 月 1 日 

 
 障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 成年後見制度とは…  

 

 2000 年から始まった「判断能力が不十分な成人

（成年）」を守り支援していく、法律のしくみです。 

 

 判断能力というのは、世の中のルールをわかったう

えで、自分のしたいことを決められる力のことです。

判断能力があるかどうかの目安としては、例えば、ひ

とりでの買い物が難しいようであれば、不十分（十分

でない）ということになります。 

 

 発達障害や精神障害、認知症などで自分のしたいこ

とがうまく決められない人は成年後見制度を利用す

ることができますけれども、身体障害だけで判断能力

は十分にあるという人は対象になりません。 

 

 

 成年後見と未成年後見  

 

 わかりにくいといわれる「成年後見」ですが、対に

なっている「未成年後見」は、日常生活で当たり前に

使われています。 

 

 法律の中では、子ども（未成年）は判断能力が不十

分だとされていますので、子どもが生まれると親は自

動的に「未成年後見人」になります。未成年後見人だ

から、親は子ども名義の銀行口座を開設したり、子ど

もの代わりに契約をしたりすることができるのです。 

 

 成人の場合は判断能力が十分にある人が多いため、

不十分な人に後見人を設定して、ご本人を支えていこ

うというのが成年後見制度の目的になります。 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 このペーパーの記事

は、これまではお子さん

の障害がわかってから間

もないお母さんに向け

て、今、役に立つ内容を

中心に選んできました。 

 

 けれど最近、将来の生

活についてのお問い合わ

せが増えてきましたの

で、今後は「成年後見制

度」や「親なきあと問題」

なども取りあげていきた

いと思います。 

 

 記事の内容について詳

しく知りたい方は、気軽

にご連絡ください。ご要

望やリクエストもお待ち

しております。 

 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

【ご案内 ②】 

 個別に説明をしてほしいという方は、気軽に

ご連絡ください。当事務所には無料の相談枠が

ございます。 

 団体さんや少人数グループでセミナーをする

際に講師を依頼したいという担当者の方も、ぜ

ひご連絡ください。参加人数や時間に応じて内

容を調整し、資料をご用意いたします。 

 

 

 成年後見制度の利用を検討する前に  

 

 当たり前のことですが、障害の種類や程度、家庭

環境などは人それぞれ違います。ですから、困りご

とや不安の中身も人によって違いますし、どのよう

に解決していくかも状況に応じて変わってきます。 

 

 また、「生きづらさを抱える人」を支える社会のし

くみは、成年後見制度だけではありません。お子さ

ん自身やご家族の問題を解決するためには、制度の

内容をよく知ったうえで、場合によっては複数の制

度を組み合わせて利用する必要があります。 

 

 成年後見制度を使えばすべての問題が解決できる

わけではないことを、ぜひ知っておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ねこの手どうぞ」をコ

ピーして、活動グループ

などでお配りいただくの

は大歓迎です。ぜひどう

ぞ、お役立てください。 

 

 コピーは、ペーパーの

表と裏を全面コピーする

かたちでお願いします。

両面コピーでも、片面コ

ピー2 枚でもいいです。 

 

 けれど、全面コピー以

外の場合は、ご連絡をお

願いします。片面や部分

的なコピーだと、意味が

よく伝わらなくなった

り、誰がいつ書いた記事

なのかがわからなくなっ

たりしてしまうからで

す。念のため、確認をさ

せてくださいませ。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士には、法律に

よる守秘義務があります 

（違反の罰則あり）。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

ペーパーの 

コピーについて 

【ご案内 ①】 

  次号以降も何回かにわけて、成年後見制度につ

いてご紹介していく予定です。続けてお読みにな

りたいという方はご連絡ください。 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

Ｎｏ．３０ 

発 行 

あづさ行政書士事務所 

発行日 

2018 年２月 1 日 

 
 障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 

 

 
 ふたつの成年後見制度（法定後見・任意後見制度）  

 

 成年後見制度には、家庭裁判所がかかわる「法定後

見」と、契約の形で行う「任意後見制度」とがありま

す。すでに本人の判断能力が十分でないときは法定後

見、判断能力があるうちに将来に備えるときは任意後

見制度を利用します。 

 

 一般に「成年後見」という場合、法定後見を指すこ

とが多いです。このペーパーでも、まずは法定後見に

ついてご紹介していきます。 

 

 

 法定後見の種類  

 

 法定後見は、本人の判断能力がどの程度の状態かに

よって「後見」「保佐」「補助」に区分され、区分によ

って支援の内容や申請の方法が変わってきます。 

 

 常に判断ができない状態の「後見」は、一番手厚い

支援が受けられます。中程度の判断能力の状態である

「保佐」、重大な決定のときだけ支援があれば足りる

「補助」は、必要に応じて支援内容が決まります。 

【裏面につづく】 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 一口に「相談」といっ

ても、中身は大きく分け

て二種類あります。 

 

 問題に対して具体的な

解決方法をアドバイスす

るコンサルティングと、

不安を話してもらうこと

で気持ちの整理を助ける

カウンセリングです。 

 

 実際の相談では、どち

らの要素も混じっている

ことが多いのですが、よ

り納得のいく答えを持ち

帰っていただけるよう、

心を尽くしています。 

 

 相談を希望される方は

気軽にご連絡ください。 

 

【ご案内】 

 No.29 より成年後見制度についてご紹介して

います。以前のペーパーがほしい方、今後も継続

してお読みになりたい方はご連絡ください。 
 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

 

［表面から続きます］ 

 

 成年後見人の主な仕事  

 

 法定後見の場合で、本人の判断能力が常に不十分

で後見に区分されたときの、成年後見人の主な仕事

は次の通りです。（※保佐・補助は必要に応じて） 

 

○ 財産管理 

・ 本人の代わりに収入を受け取り、支払いをして、

預貯金などの財産全般を管理します。 

・ 本人の生活費を負担する、借金の保証人になると

いったことは成年後見人の仕事ではありません。 

 

○ 身上監護 

・ 本人がよい環境で生活できるよう施設や事業所と

契約をしたり、サービスを探したりします。 

・ 直接の身の回りの世話、手術の同意といったこと

は成年後見人の仕事ではありません。 

 

 成年後見人は定期的に家庭裁判所に報告書を提出

し、支援が十分に行われているかどうか、不正がな

いかどうかのチェックを受けます。 

 

 

 法定後見の利用を後悔しないために  

 

 成年後見人の仕事は限定的であり、親が障害のあ

る子どもにしていることすべてを引き受けるもので

はありません（親や親族の立場ですることはできま

す）。イメージの食い違いから、こんなはずじゃなか

ったと後悔してしまわないよう、支援内容をよく理

解してから法定後見を利用することが大切です。 

 

 

障害福祉の 

行政書士 ① 

 

 

 私が「障害福祉の行政

書士」をしているのは、

私自身が障害のある子ど

もを育てていく中で、手

続きの大変さを感じてい

たからです。 

 

 障害福祉関連の手続き

は制度ごとに申請が必要

な上、定期的に更新する

ものも多いです。 

 

 時間に余裕がないと

き、日々のことだけで気

持ちが一杯のとき、代わ

りに手続きをしてくれる

人がいれば助かるのにと

思うことがありました。 

 

 同じように困っている

方の役に立ちたいという

のが、私の願いです。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士には、法律に

よる守秘義務があります 

（違反の罰則あり）。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

Ｎｏ．３１ 

発 行 

あづさ行政書士事務所 

発行日 

2018 年 3 月 1 日 

 
 障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 

 

 
 法定後見を利用する手続き（申立て）  

 

 すでに本人の判断能力が十分でない場合に、成年後

見制度を利用するには、住んでいる地域の家庭裁判所

に「法定後見申立て」をします（千葉市に住んでいる

人は、千葉家庭裁判所に書類を提出します）。 

 

 手続きの仕方や必要書類は、家庭裁判所、成年後見

を支援するセンターで教えてもらえます。手続き費用

は 1 万円程度ですが、証明書代や鑑定費用などが別に

かかります。家庭裁判所で面談（千葉家庭裁判所では

予約が必要）をし、申立ててから 1～2 ヶ月程度で審

判が確定して、成年後見人が決まります。 

 

 千葉家庭裁判所 家事部後見係事務室 

  電話：043-333-5321～23（直通番号） 

 千葉市成年後見支援センター 

  電話：043-209-6000 

 

［主な必要書類］ 

 申立書、医師の診断書、本人の住民票・戸籍謄本、 

 本人が後見登記されていないことの証明書、親族関

係図、収支予定表、財産目録、障害手帳など 

 

【裏面につづく】 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 人の話しを聴くのが好

きで、書類を扱ったり、

文章を書いたりするのが

得意な私にとって、行政

書士はまさに天職だと思

っています。 

 

 また、自分の知識や技

能が困っている人の役に

立ったときに、私は喜び

とやりがいを感じます。 

 

 こんな私とちょっと話

しをしてみたいという人

は、どうぞ気軽にお声が

けください。「困っている

というほどではないけれ

ど…」といった、相談未

満の面談も歓迎です。 

 

 

【ご案内】 

 No.29 より成年後見制度についてご紹介して

います。以前のペーパーがほしい方、今後も継続

してお読みになりたい方はご連絡ください。 
 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

 

［表面から続きます］ 

 

 法定後見で注意すること  

 

【申立ての前に気をつけたいこと】 

 

・申立てをすると、裁判所の許可がなければ、取り

下げ（申請をやめること）ができません。例え

ば、成年後見人の候補者以外の人が選任された、

後見監督人がついた、成年後見信託の利用を指示

されたといった理由では、取り下げできません。 

 

・家族や親族以外の人が成年後見人になった場合、

本人の財産から報酬を払うことになります（※家

族や親族も報酬を請求することはできます）。報酬

額は本人の財産の状況をもとに家庭裁判所が決め

るため、過大な報酬となることはありません。 

 

・成年後見人の候補者がいない場合は、家庭裁判所

で決めてもらえます。成年後見人には法人（団

体）もなることができるほか、家族と第三者とい

ったように複数人でなることもできます。 

 

【成年後見人になる前に知っておきたいこと】 

 

・成年後見人になると、よほどの事情がないと成年

後見人をやめることができなくなります。やめら

れる理由としては例えば、成年後見人自身の判断

能力低下、遠方への引越しなどです。 

 

・成年後見人は家庭裁判所に定期的に報告書を提出

します。間違ったやり方や不正がないよう、細か

くチェックされます。 

 

 

障害福祉の 

行政書士 ② 

 

 

 障害福祉に関する手続

きの仕方は、担当の窓口

で質問すれば教えてもら

えますが、窓口がどこか

わからない人や、制度が

あること自体を知らない

人は、そもそも問い合わ

せができません。 

 

 問題を解決するための

余力がない人もいます。

いろいろな理由があって

（もしくは、なくても）

役所に苦手意識を持って

いる人もいるでしょう。 

 

 行政と市民をより効率

よく的確につなぐのが行

政書士の使命です。手厚

い支援が必要な人こそ、

行政書士を頼っていただ

きたいと願っています。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士は、行政手続

きと書類作成の専門家

（国家資格者）です。 

 

【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

Ｎｏ．32 

発 行 

あづさ行政書士事務所 

発行日 

2018 年 4 月 1 日 

 
障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 新年度の始まりで失敗しないために  

 

 学校では（保育園・幼稚園も）4 月に担任の先生が

かわり、新しいクラスが始まります。お子さんはもち

ろんドキドキでしょうし、保護者も新しい先生がどん

な人が気になりますね。 

 

 同じように、先生方もお子さんや保護者の様子が気

になっています。先生にとっても、1 年間どのように

かかわっていくか、方向性を探る時期だからです。 

 

 お子さんが安心して楽しく登校するために、先生と

信頼関係を築くコツをご紹介します。よろしければ参

考にしてみてください。 

 

 

 学校と保護者は対等です  

 

 学校と保護者の立場は、対等なのが原則です。対等

というのは「お互いに意見を尊重して聞きあう」「意見

が違ったときは、バランスよく調整する」関係性です。

「いつもどちらか一方しか意見をいわない」「どちら

か一方が常に我慢をする」といった立ち位置は、対等

ではありません。 

 

 ですから保護者側が変に遠慮したり、聞いてくれる

のを待ったりする必要はないです。反対に、我が家の

やり方だけを押し通すこともできない点も重要です。 

 

 相手の気持ちや立場を理解しようとする姿勢が、信

頼関係の土台になります。 

［裏面に続きます］ 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 No.29～31 まで成年

後見制度について書いて

きましたが、今回は新年

度にあわせた内容にしま

した。 

 

 法律や手続きの面から

だけでなく、メンタル的

なアプローチもできるの

が私の強みだと思ってい

ます。 

 

 このペーパーで取り上

げてほしいものがありま

したら、リクエストをく

ださい。感想をいただく

のも励みになります。 

 

 どうぞ気軽にご連絡く

ださいませ。 

 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

 

［表面から続きます］ 

 

 先生に上手に要望を伝える方法  

 

 先生は教育のプロですが、保護者は我が子のプロ

です。学校からの質問用紙や、昨年度からの引継ぎ

資料だけに頼らず、保護者の側から積極的に情報を

発信しましょう。 

 

 とくに重要な、パニック・発作時の対応、補装具

の使用方法、安全にかかわる注意点などは、紙に書

いて渡せば伝達ミスを防げるうえに、担任の先生以

外にも情報を共有してもらいやすくなります。 

 

 落ち着いて先生と話をしたいときは、あらかじめ

連絡帳などで「面談の時間をください」とお願いす

るか、「いつなら時間に余裕がありますか？」と都合

を尋ねるといいです。突然の長話は、お互いにとっ

て話し合いの満足度が低くなってしまいます。 

 

 保護者側の要望を聞いてもらったときは、感謝の

気持ちをきちんと伝えることも大切です。 

 

 

   

 

障害福祉の 

行政書士 ③ 

 

 

 行政の手続きは、どこ

かでつまずいて進まなく

なってしまったときに、

とても困ります。 

 

 役所で教えてくれるの

は、一般的な説明だけ。

周囲の人に聞いても、状

況や問題が違うのであま

り参考にはなりません。 

 

 そうしたときにこそ、

行政書士を頼っていただ

きたいのです。 

 

 学校の勉強に例えれ

ば、学習のつまずきを個

別指導の学習塾で乗り越

えるイメージです。あな

たにぴったりの問題解決

方法を、ぜひいっしょに

探しましょう。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士は、行政手続

きと書類作成の専門家

（国家資格者）です。 

 
【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

【先生との関係をよくする言葉の例】 

 

・「いつもお世話になっております」「いつもあり

がとうございます」 

・「子どものために、よろしくお願いします」 

・（「絶対に守ってください」ではなく）「配慮いた

だけると助かります」「どうぞご検討ください」 

・「先生のおかげで、子どもは学校が大好きだとい

っています。私も安心してお任せできます」 
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 お子さんとの会話を楽しくする工夫  

 

 会話には、情報を伝えるという機能のほかに、気持

ちを共有するという効果があります。お子さんの伝え

たい気持ちをしっかり聴き、お互いに楽しく会話する

ちょっとした工夫をご紹介します。 

 

 

 インタビューごっこ  

 

 話したい気持ちがあふれて話がうまくまとめられ

ない、もしくは、何から話せばいいのかわからないと

いったお子さんにおすすめの方法です。 

 

 マイクに見立てた小道具を用意するか、マイクをに

ぎっているように手を軽くにぎって、お子さんにイン

タビューしていきます。「いつ・どこで・どんなことが

あったか」を順番に聴くことで情報が整理され、さら

に「どんな気持ちだったか」「どんなところをがんばっ

たのか」と聴き進めれば、お子さんがほめてほしいポ

イントがわかります。 

 

 

 バトンタッチ会話  

 

 ひとりで一方的に話をしてしまうお子さんにおす

すめするのは、バトンに見立てたものを何か用意し

て、それを持っている人が話をするというルール決め

です。言いたいことが終わったらバトンを相手に渡

し、相手がバトンを持っているときは話をいっしょう

けんめいに聴くよう約束します。会話は交互にするも

のだということが身につきます。 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 このペーパーを読んで

くださった方から、たく

さんの感想をいただきま

した。 

 

「文章がわかりやすい」

「本当に知りたいことが

書いてあった」など、と

ても嬉しく、発行を続け

る勇気とやる気をいただ

きます。 

 

 このペーパーでは、「大

切なポイントだけをサラ

ッと読める」ように工夫

しています。もっと詳し

く知りたい、個別に相談

したいという方は、どう

ぞ気軽にご連絡ください

ませ。 

 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

 

* 無料親子セミナーのご案内 * 

  笑顔ママのレッスン  

   ほめ上手になりましょう！ 

 

 子どもをいっぱいほめたいのに、なぜかいつも

「ガミガミお小言ばかり」のお母さん、ほめるコツ

とお子さんが伸びるほめ方をレッスンしましょう。 

 

 お母さんがほめ上手になるためのセミナーをして

いる間、希望するお子さんには「スイーツデコ カー

ドスタンド」作りを体験してもらいます（材料費有

料）。セミナー中に、お子さんの作品をほめるという

ワークも行います。 

 

日時：平成 30 年 5 月 13 日（日） 

   午前の部 10 時～11 時 

   午後の部 13 時～14 時 

   ※受付は各開始時間 20 分前から 

 

  場所：株式会社オンフェイス 会議室 

      市原市若宮 2-1-1／0436-41-7368 

  参加人数：お申し込み順に各回 10 名様、 

       お子さんは 5 名様まで 

  参加費：セミナーは無料、 

      希望者のスイーツデコ材料費 300 円 

  講師：佐々木あづさ 

  補足：駐車場あり、室内車いす利用可です。 

 

 申し込み方法、詳細などは、当事務所にご連絡くだ

さい。会場地図のあるちらしをお渡しいたします。 

 

   

 

ひとり親家庭の 

電話相談のご案内 

 

 

 障害のあるお子さんを

育てている家庭と、ひと

り親家庭の支援は、別の

枠になってしまうことが

多いのですが…。 

 

 実際は、様々な事情か

らひとり親で障害のある

お子さんを育てている人

は多くいます。 

 

 ひとり親の子育てなど

で悩んでいる人がいた

ら、ぜひ下記の無料電話

相談を教えてあげてくだ

さい。 

 

ひとり親のための 

ほっとライン 

043-308-3131 

第1～4水曜16～21時 

千葉市母子寡婦福祉会 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士は、行政手続

きと書類作成の専門家

（国家資格者）です。 

 
【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

午前と午後は 
 同じ内容です。 
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 

 「千葉市成年後見支援センター」のご案内 

 

「千葉市成年後見支援センター」は、千葉市からの委

託を受けて成年後見制度の利用に関する相談や、成年

後見制度の普及・啓発活動などを行う、社会福祉法人

千葉市社会福祉協議会が運営するセンターです。 

 

 一般相談と専門相談はどちらも無料で、一般相談は

電話や来所での相談に職員が対応し、専門相談は事前

予約のうえ弁護士が来所での相談に応じます。市民向

けの講習会や市民後見人の育成講座、家庭裁判所の審

判に基づく法人後見の受任も行っています。 

 

 また、外出が困難だったり頼れる親族がいなかった

りして、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管

理が難しい方を対象に「日常生活自立支援事業」とい

う支援も行っています。一定の判断能力がある方は成

年後見制度（法定後見）の利用対象とはならないため、

身体障害や軽度の知的障害を持っていて生活の助け

が必要といった場合はこちらの支援がおすすめです。 

 

 本人や家庭の事情をくんで親切に細やかに対応し

てもらえますので、お気軽にお問い合わせください。 

 

【千葉市成年後見支援センター】 

 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町 1208-2 

 千葉市ハーモニープラザ 3 階（施設駐車場あり） 

 9 時～17 時 30 分／土日・祝日・年末年始を除く 

 電話：043-209-6000/FAX：043-209-6021 

 Ｅメール：seinenkoken@chiba-shakyo.jp 

 ホームページ：http://www.chiba-shakyo.jp/sc/ 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 重度障害を持つ子ども

がいる私にとっても、成

年後見制度は他人事では

ありません。 

 

 まずは体験したうえで

勉強をさせてもらおう

と、現在は成年後見人や

日常生活支援員としても

活動しています。 

 

 支援を受ける側と提供

する側の両方の視点を持

つことで見えてきたこと

があったため、セミナー

でお伝えすることにしま

した（詳細は裏面です）。

よろしければご参加くだ

さい。個別相談もお受け

いたします。 

 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

 

 

障害のあるお子さんがいる お母さん向け 

* ランチ交流会付きセミナー * 

 知りましょう 話しましょう 成年後見制度  

 

 

 障害のある人と高齢者では、成年後見制度の活用

で気をつけたいポイントが違います。 

 

 障害児の母で、複数の方の成年後見人を務める私

が、後見業務を経験する中で気付い

たことを基礎からお話しします。 

 

 心配なことも、みんなで気軽に話

してスッキリしましょう。 

 

 

日時：平成 30 年 7 月 6 日（金） 

    セミナー 午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

    ランチ交流会 午前 11 時 30 分～ 

1 時間程度 

場所：Community Cafe ♭（ふらっと） 

     千葉市緑区おゆみ野６-27-4B  

    電話 043-497-4375 ※駐車場・店裏側 

    ホームページ https://cafe-hlat.com/ 

 

参加人数：お申し込み順に 10 名 若干名様（予約制） 

参加費：ランチ代 1,500 円 

講師：佐々木あづさ／あづさ行政書士事務所 

 

申込方法：電話でご連絡のうえ、お名前・連絡先を 

     お知らせください。[043-312-2289] 

 

   

 

ひとり親家庭の 

電話相談のご案内 

 

 

 障害のあるお子さんを

育てている家庭と、ひと

り親家庭の支援は、別の

枠になってしまうことが

多いのですが…。 

 

 実際は、様々な事情か

らひとり親で障害のある

お子さんを育てている人

は多くいます。 

 

 ひとり親の子育てなど

で悩んでいる人がいた

ら、ぜひ下記の無料電話

相談を教えてあげてくだ

さい。 

 

ひとり親のための 

ほっとライン 

043-308-3131 

第1～4水曜16～21時 

千葉市母子寡婦福祉会 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士は、行政手続

きと書類作成の専門家

（国家資格者）です。 

 
【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 「法定後見」と「任意後見制度」の違い  

 

 No.30 で、成年後見制度にはふたつあることを書

きました。いま判断能力のない人が家庭裁判所に申立

てて利用する「法定後見」と、いまは判断能力のある

人が将来に備えて契約をする「任意後見制度」です。 

 

 ふたつを比べると、法定後見の方がずっと利用者が

多く、任意後見は利用者が少なくい上に内容もあまり

知られていません。けれど任意後見は、法定後見より

も自由に決められる部分が大きく、本人の意思がより

反映されやすいといわれています。 

 

 

 任意後見の利用の流れ  

 

① 後見人になってもらう人と約束ごとを決め、公証

役場で「任意後見契約」の公正証書を作ります。 

 

② 判断能力が低下したら、「任意後見監督人」を家庭

裁判所で選任してもらいます（※任意後見監督人

が決まったら、任意後見がスタートします）。 

 

【裏面につづく】 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 障害を持つお子さんが

いる保護者向けの「成年

後見セミナー」は、おか

げさまでよい評価をいた

だいています。 

 

 参加してくださった

方々の熱心な様子を拝見

したり、「うちの団体でも

やってほしい」と複数の

お声がけをいただいたり

と、関心の高さを強く感

じました。 

 

「知ること」で不安を減

らし、問題解決の選択肢

を増やすお手伝いがした

いと思っています。気に

なることがあれば、どう

ぞご連絡ください。 

 

【ご案内】 

 No.29～31 で、成年後見制度についてご紹介

しました。以前のペーパーがほしい方、今後も継

続してお読みになりたい方はご連絡ください。 
 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

 

［表面から続きます］ 

 

 任意後見のメリット  

 

・自分が信頼する人に、後見人になってもらうこと

ができます（※法定後見では家庭裁判所が後見人

を選任するため、本人・家族の希望が通るとは限

りません）。 

 

・後見人としてどのような活動をしてほしいか、そ

の報酬額はいくらかを決めておくことができます

（※法定後見では本人の財産額と後見人の活動内

容に応じて、家庭裁判所が報酬額を決めます）。 

 

・判断能力が低下する前の生活を支援するために、

「見守り契約」や「財産管理委任契約」を追加す

ることができます。亡くなった後の葬儀・埋葬、

相続の手続きもあわせて頼むことができます。 

 

⇒障害を持つお子さんがいる保護者の方には、とく

に任意後見をおすすめしています。法定後見を利

用すると、活動内容や財産から支出できる項目が

限定されてしまい、お子さんの生活がこれまで通

りにはいかなくなってしまうからです。 

 

 任意後見で注意すること  

 

・任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、報酬額も

家庭裁判所が決めます。 

 

・法定後見の後見人は判断能力のない本人がしてし

まった不利な契約を取消すことができますが、任

意後見人は取消すことができません。 

 

   

 

 

 

 

 障害福祉やメンタルヘ

ルスに関係するテーマ

を、笑顔でわかりやすく

お話しします。 

 

【ご依頼の多いテーマ】 

 

・障害福祉制度の利用の

仕方、情報の集め方 

 

・成年後見制度（法定後

見・任意後見）、親なき

あと問題 

 

・ストレスケア、不安の

正体の見つけ方 

 

・相続、遺言、終活 

 

 資料（レジュメ）・ワー

クシートは当方で用意し

ます。気軽にお問い合わ

せ、ご相談ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士は、行政手続

きと書類作成の専門家

（国家資格者）です。 

 
【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

セミナー講師の 

ご依頼について 
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障害児を育てているママに、ちょっと役立つ情報をお届けします。 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 成年後見制度の利用を始める時期  

 

 成年後見制度は、必要に応じて利用する制度です。

障害によって判断能力がないお子さんでも、20 歳に

なったとたんに利用しなければいけないという制度

ではありません。 

 

 むしろ、障害を持つ人が成年後見制度を利用する場

合、高齢者と比べて利用期間が長くなるため、あせっ

て始めることはおすすめできません。 

 

 現在の制度ではいったん利用を始めたら、一生涯利

用し続けることになります。プラス面とマイナス面を

慎重に比較して、制度を使ったほうが本人や家族のた

めになるという見通しがたってから利用しましょう。 

 

 

 任意後見制度をあきらめないで  

 

 日常的な会話や、日用品程度の買い物ができるお子

さんなら、任意後見制度が利用できる場合がありま

す。任意後見制度には、後見人を指定できるという大

きなメリットがありますから、法定後見を申立てる前

に検討してみてください。 

【裏面につづく】 

 

ねこの手 どうぞ 

 ごあいさつ  

こんにちは。行政書士

の佐々木あづさです。 

 

 月刊で発行しているこ

のペーパーも、創刊から

3 年がたちました。3 年

間はがんばりたいと思っ

ていたので、最初の目標

は達成です。 

 

 すべては、応援してく

ださる皆様のおかげで

す。どうもありがとうご

ざいます。 

 

 どうしたらいいかわか

らず困っている方々に、

ほんの少しでも「ねこの

手」としてお役に立てる

よう、これからも発行を

続けます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

【ご案内】 

 No.29～31、35 で成年後見制度についてご紹

介しました。以前のペーパーがほしい方、今後も

継続してお読みになりたい方はご連絡ください。 
 



あづさ行政書士事務所 【 障害福祉の無料ペーパー 】 TEL:043-312-2289 

 

【個別相談のご案内】 

 

 ご家庭の事情によって、アドバイスの内容は

変わってきます。「我が家はどうしたらいいの

か」というような具体的な質問は個別に応じま

すので、どうぞ気軽にお問い合わせください。 

 当事務所には無料の相談枠があります。交通

費などがかかるときには事前にお知らせします

（後から突然ご請求することはありません）。 

 

 

［表面から続きます］ 

 

 法定後見を申立てる前にやっておきたいこと  

 

 法定後見では、家庭裁判所が大きな権限を持って

います。誰を後見人にするか、後見人の報酬額をい

くらにするか、本人の財産の使い方など。実際に決

まってからでは家族の意見はなかなか通りませんか

ら、申立ての前に念入りな準備が必要です。 

 

 例えば、できるだけ家族が後見人になりたい、家

族以外の後見人のときは報酬額をなるべく減らした

いといったときは、本人の財産額を極力少なくして

申立てるという工夫があります。申立てのときに提

出する銀行の通帳のコピーは 1 年分なので、1 年以

上前から下準備をしておきたいところです。 

 

 将来的に法定後見を利用する可能性が高いお子さ

んの場合、お子さんが未成年で親が未成年後見人の

うちに、お子さんの定期預金を解約しておくなどの

工夫も可能でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 障害福祉やメンタルヘ

ルスに関係するテーマ

を、笑顔でわかりやすく

お話しします。 

 

【ご依頼の多いテーマ】 

 

・障害福祉制度の利用の

仕方、情報の集め方 

 

・成年後見制度（法定後

見・任意後見）、親なき

あと問題 

 

・ストレスケア、不安の

正体の見つけ方 

 

・相続、遺言、終活 

 

 資料（レジュメ）・ワー

クシートは当方で用意し

ます。気軽にお問い合わ

せ、ご相談ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 行政書士は、行政手続

きと書類作成の専門家

（国家資格者）です。 

 
【あづさ行政書士事務所】 行政書士 佐々木あづさ 

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町 1025-106 

TEL:043-312-2289 FAX:043-312-8800 

PC-Mail：azusa.g@zc.wakwak.com 

HP：http://park6.wakwak.com/~azusa.g/ 
行政書士会公式キャラクター 

ユキマサくん  

セミナー講師の 

ご依頼について 


